
（基本目標３）資源循環型の地域形成 

１．ごみ処理の概要  

 家庭系ごみの収集品目は燃えるごみ、燃えないごみ、古紙類（新聞紙、雑誌、段ボール、雑紙、牛

乳パック）、ペットボトル、缶、びん、古着類、白色トレイ、危険ごみ、粗大ごみの 14 品目としてい

ます。 

家庭系ごみの収集は、ステーション方式により燃えるごみは週 2 回、燃えないごみと資源ごみ（古

紙類、ペットボトル、缶、びん、古着類、白色トレイ、危険ごみ）は隔週、直営または委託業者によ

る収集を行っています。粗大ごみは、申込制により委託業者による戸別収集と、越谷市リサイクルプ

ラザへの直接搬入を受け付けています。せん定枝・刈草については、申込制により東埼玉資源環境組

合への直接搬入を受け付けています。 

 事業系ごみについては、許可業者による直接搬入としています。 

 燃えるごみについては、組合の第一工場ごみ処理施設で焼却し、発電や熱供給などを行っています。

せん定枝・刈草については、組合の堆肥化施設において資源化しています。 

 燃えないごみ、缶、びん、危険ごみ、粗大ごみについては、越谷市リサイクルプラザにおいて、破

砕・選別等の資源化処理を行っています。その他の資源ごみ（古紙類、ペットボトル、古着類、白色

トレイ）については、再生事業者に引き渡して資源化しています。 

  

収集区分と収集運搬体制 

項目 収集方式 排出形態 収集回数 

家
庭
系
ご
み 

収集 

燃えるごみ ステーション 袋 週２回 

燃えないごみ ステーション カゴ 隔週 

古紙類 新聞  

 

ステーション 

 

 

ひも結束 

 

 

隔週 

雑誌 

段ボール 

雑紙 

紙パック 

ペットボトル ステーション カゴ 隔週 

缶 ステーション カゴ 隔週 

びん ステーション カゴ 隔週 

古着類 ステーション 袋 隔週 

白色トレイ ステーション カゴ 隔週 

危険ごみ ステーション カゴ 隔週 

粗大ごみ 戸別 － 随時（申込制） 

直接搬入 粗大ごみ、せん定枝・刈草 － － 随時（申込制） 

事
業
系
ご
み 

許可業者 燃えるごみ、せん定枝・刈草 － － － 

許可業者・ 

直接搬入 

燃えないごみ － － － 

資源物 － － － 
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家庭ごみの分け方・出し方 
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２．ごみの排出状況   

 令和 5 年度におけるごみの総排出量 92,169ｔで、前年度より 4,163ｔ、4.3％減少しました。 

 

ごみ排出量の推移 

 

 

１人１日当たりごみ排出量の推移 
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３．し尿処理の概要   

 し尿処理は、公共下水道、浄化槽及び汲み取りにより実施しています。汲み取りの収集対象人口は、

昭和 58 年から公共下水道の供用開始に伴い減少傾向にあります。 

 令和 5 年度末現在には、越谷市の世帯のうち 82.1％が公共下水道を利用しており、17.2％が浄化槽、

0.7％が汲み取りの収集対象となっています。なお、し尿及び浄化槽汚泥の処理は東埼玉資源環境組合

にて処理しています。 

 

し尿処理形態別 世帯数及び人口の推移 

 

 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 

総世帯数 156,453 158,751 159,682 160,965 162,337 

総人口 344,682 345,487 344,674 343,644 342,681 

収
集
世
帯
・
人
口 

生し尿（世帯） 1,395 1,300 1,223 1.123 1,058 

生し尿（人口） 2,315 2,114 1,954 1,781 1,681 

浄化槽（世帯） 27,683 27,699 27,729 27,916 27,949 

浄化槽（人口） 63,946 63,135 62,656 62,211 61,616 

浄化槽設置基数 21,037 21,059 21,135 21,183 21,388 

収集世帯（合計） 29,078 28,999 28,952 29,039 29,007 

収集人口(合計) 66,261 65,249 64,610 63,992 63,297 

非
収
集
世
帯
・
人

 

公共下水道世帯 127,375 129,714 130,730 131,926 133,330 

公共下水道人口 278,421 280,134 280,064 279,652 279,384 

自家処理（世帯） 0 0 0 0 0 

自家処理（人口） 0 0 0 0 0 

非収集世帯合計 127,375 129,714 130,730 131,926 133,330 

非収集世帯人口 278,421 280,134 280,064 279,652 279,384 

 

構
成
比
％ 

 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 

生し尿世帯 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 

浄化槽世帯 17.7 17.5 17.4 17.3 17.2 

公共下水道世帯 81.4 81.7 81.8 82.0 82.1 

自家処理世帯 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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４. ごみ処理に関する経費  

 令和 5 年度における清掃費決算額の経費は 3,087,448 千円となり、前年度より 207,306 千円増額し

ています。 

  

 

（単位：千円）

年度 一般会計 清掃総務費 塵芥処理費 し尿処理費
生活排水

対策事業費
合　　　計

一般会計に
占める割合

R元 101,759,575 1,493,038 1,220,507 40,626 2,754,171 2.71%

R2 154,186,714 1,480,718 1,267,307 40,536 2,788,561 1.81%

R3 122,214,496 1,462,307 1,306,216 37,730 24,612 2,830,865 2.32%

R4 123,228,208 1,485,614 1,325,130 37,942 31,456 2,880,142 2.34%

R5 127,844,146 1,560,816 1,452,469 42,219 31,944 3,087,448 2.42%

清掃費決算額の推移

 

 令和 5年度におけるごみ処理の経費は 2,849,410 千円であり、市民１人当たり 8,294 円になります。 

 

R元 R2 R3 R4 R5

ごみ処理経費（千円） 2,408,578 2,490,072 2,542,663 2,690,394 2,849,410

1人当たりの経費（円） 7,000 7,213 7,360 7,815 8,294

人　　　口 344,088 345,217 345,472 344,280 343,548

ごみ処理に関する経費
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7,000 7,213 7,360 7,815 8,294

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

R元 R2 R3 R4 R5

一
人

当
た
り
の

経
費

ご
み
処

理
経

費

ごみ処理経費の推移

ごみ処理経費（千円） 1人当たりの経費（円）
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５．４Ｒとごみ・資源の分別徹底 

５－１ ４Ｒの促進 

（ア）集団資源回収  

市内では、自治会や子供会など 418 団体（令和 6 年 3 月 31 日現在登録分）によって、古紙類、古繊

維類、金属類（缶類）、空きびん類などの資源の回収が行われています。 

これらの活動を支援するために市では、各団体に対して回収量に応じた補助金を交付しています。

令和 5 年度においては、4,431ｔが回収されており、その 9 割以上が古紙類となっています。 

令和 5 年度の補助金は、資源回収量に１ｋｇ当たり 8 円を乗じて得た額になります。 

 

資源回収実績の推移 
年度 回収量(t) 前年比(％) 売上額(円) 補助金額(円) 

R 元 6,102 92.7 20,452,061 48,748,300 

R2 5,395 88.4 9,652,050 43,101,800 

R3 5,238 97.1 18,153,600 41,845,100 

R4 4,952 94.5 22,317,899 39,561,600 

R5 4,431 89.4 19,483,758 35,386,000 

 

資源回収品目別実績 

年度 

紙類 繊維 金属 びん 計 

量(t) 
割合

(％) 
量(t) 

割合

(％) 

量

(t) 

割合

(％) 
量(t) 

割合

(％) 
量(t) 

R 元 5,767 94.5 113 1.8 218 3.6 4 0.1 6,102 

R2 5,054 93.6 117 2.2 222 4.1 1 0.1 5,395 

R3 4,919 93.9 107 2.0 211 4.0 1 0.1 5,238 

R4 4,637 93.6 110 2.2 204 4.1 1 0.1 4,952 

R5 4,132 93.3 103 2.3 195 4.4 1 0.1 4,431 

 

（イ）リユース品の利用促進  

 粗大ごみとして出された木製家具等を修理再生し、市民を対象に常時販売しています。 

 

再生家具等販売実績 

年度 販売点数 

R3  1,271 点 

R4  1,623 点 

R5  1,383 点 
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（ウ）市内企業による古紙の再生 

市内の企業（31 事業所）が連携し、オフィスから発生する古紙の回収による資源化への取り組みを

通じ､リサイクルの社会的な拡大定着を図り､資源循環型社会の実現を目指して､平成 5 年に発足した

｢オフィス･ペーパー･リサイクル越谷｣が、上質紙､新聞紙､雑誌､段ボール、牛乳パックの 5 種類に分け､

専用の回収袋により､2 週間に 1 回グループ回収を行っています。 

 

オフィス･ペーパー･リサイクル越谷による回収量（過去 5 年間）       単位：kg 

年度 段ボール 上質紙 雑誌 新聞 牛乳パック 合  計 

R 元 24,900 5,720 54,740 2,860 0 88,220 

R2 19,960 5,910 38,910 1,800 0 66,580 

R3 20,410 6,300 37,610 2,260 0 66,580 

R4 21,620 4,820 36,220 2,180 0 64,840 

R5 18,830 4,240 35,320 1,960 0 60,350 

  

（エ）プラスチック・スマート宣言 

プラスチック・スマートとは、環境省が平成 30 年に立ち上げたキャンペーンで、世界的なプラスチ

ックによる海洋汚染の解決に向けて、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携共同

して取組を進めることを目的としています。 

市でも令和元年 8 月に「越谷市役所プラスチック・スマート宣言」を行いました。まずは市役所が

率先して、ごみの処理から発生する温室効果ガス排出量を削減し、マイクロプラスチックの排出抑制

のために取り組んでいます。 

 

取組の事例 

ペットボトルの使用を減らす 市が開催する会議やイベント等では、ペットボトル飲料の配布を原則禁止す

る。 

プラスチック製品の使用を控える 使い捨てとなるレジ袋、プラスチック製のストローやスプーンなどの使用を

控える。マイバック、マイボトルを常備する。 

繰り返し使えるものを選ぶ 記念品の配布物は使い捨てにならず長期での利用や繰り返し利用ができる

ものを選ぶ。また、使用後にリサイクルしやすい素材のものや環境に配慮し

た素材のものを選ぶ。 

 

（オ）普及啓発  

①４Ｒの推進に関する普及啓発の継続 

 ４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）をさらに推進するために、市民・事業者・

行政がそれぞれの役割と責任を果たすことができるよう、情報発信や普及啓発活動を継続します。 

 

②廃棄物減量等推進員 

 地域におけるごみに関する市と市民の協働の推進を図ることを目的に廃棄物減量等推進員制度を設

けています。令和 6 年 3 月 31 日現在、503 人の方が地域と行政のパイプ役として、また、ごみに関す

る地域のアドバイザーとして、ごみの減量・資源化や分別・排出方法の普及啓発活動を行っています。 
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③環境学習 

 リサイクルプラザに運ばれたごみがどのように処理されているか、また、ごみの分別や集められたご

みがどのようにリサイクルされているかを啓発するため、環境について学ぶ小学 4 年生や自治会など

に対して、リサイクルプラザの施設見学および出張講座を行っています。 

令和 5 年度の実績 

施設見学   34 回  1,904 人  （市政移動教室、小学校、自治会等） 

出張講座   20 回  1,101 人  （小学校、保育所、老人福祉施設等） 

 

④食品ロス削減の啓発 

 家庭における食品ロスの発生抑制として「食材を買いすぎない」、「食材を上手に使い食べきる」、「賞

味期限を過ぎても、すぐに食材を捨てない」の 3 ヶ条を設け、日常生活の中で食品ロス削減に向け行

動を示すことや、現状の周知を行うとともに、食品ロス削減をテーマとしたエコ・クッキング教室な

どを行っています。 

 また、ごみ収集カレンダーにおいて、「食品ロス削減の日（10 月 30 日）」を周知し「食材の使いきり」

や「冷蔵庫の中身のチェック」などの啓発を行っています。家庭で余った食品や未利用食品を持ち寄

るフードドライブ事業を平成 31 年 3 月から行っており、市役所含む公共施設全 4 ヵ所に食品回収ボッ

クスを設置しております。また、食品小売店舗等において、市が作成した「手前どり」POP を掲示する

ことにより、食品ロスに関する問題を身近に感じていただくなど市民の意識向上に努めるとともに、

その店舗における食品ロスの削減を促進しました。 

 

（カ）小型家電リサイクルへの取組  

 平成 25年度 4月より携帯電話やデジタルカメラなどの小型電子機器に含まれる金や白金などの貴金

属や、レアメタルといわれる有用金属の再資源化を促進するため、小型家電リサイクル法が施行され、

市では平成 26 年度より小型家電の回収を始めました。 

 現在回収ボックスを 4 施設、簡易型回収ボックスを 17 施設に設置し、使用済み小型家電の回収促進

に努めています。 

 

小型家電回収実績 

年度 ボックス回収量(t) ピックアップ回収量(t) イベント回収量(t)※ 総回収量(t) 

R 元 0.96 82.34 0 83.30 

R2 1.04 85.10 0 86.14 

R3 1.11 88.40 0 89.51 

R4 1.37 76.23 0 77.60 

R5 1.18 72.94 0 74.12 
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（キ）廃食用油の回収・リサイクル 

市では給食センターの廃食用油を業者委託し回収を行っております。回収された廃食用油は、家畜

用飼料、塗料、ＢＤＦ燃料、ボイラー燃料等に再利用されています。 

 

給食センターの廃食用油回収実績（過去 5 年間） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

回収量（ℓ） 40,122 37,818 43,614 38,232 38,502 

 

５－２ ごみの資源化 

市で収集したごみは各施設及び選別業者に運ばれ、処理および資源化をしています。 

 

（ア）東埼玉資源環境組合  

燃えるごみは第一工場ごみ処理施設で焼却処理を行っており、令和 5 年度の焼却処理量は 82,067ｔ

となりました。 

ごみ処理施設では、焼却処理に伴って発生する熱を最大限利用した、発電や熱供給などを行ってい

ます。焼却処理による発生した灰の一部（令和 5 年度は 3,124ｔ）は人工砂としてリサイクルされ、舗

道の下層路盤材として利用されています。  

せん定枝・刈草は第一工場堆肥化施設で堆肥化を行っています。令和 5 年度は 504ｔを搬入していま

す。 

焼却処理の推移 

 

 

 

 

 

 

（イ）リサイクルプラザ 

燃えないごみ、缶、びん、危険ごみ、粗大ごみが集められ、選別や破砕処理を行っています。さら

に、破砕物の中から、鉄、アルミを回収して資源化しています。 

 

   処理量・資源化量の推移 
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（ウ）再生事業者  

古紙類、ペットボトル、古着類、白色トレイは再生事業者に引き渡して資源化しています。 

 

資源化量の推移 

 

 

（エ）最終処分 

  東埼玉資源環境組合の第一工場ごみ処理施設から排出される焼却残さについては、焼却灰及び飛

灰については、県内および県外にて資源化または埋め立て処分をしています。金属類については、県

外にて資源化しています。 

 また、リサイクルプラザから排出される不燃残さについては、埼玉県環境整備センター（寄居町）

において埋立処分しています。 
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令和5年度

古紙類
古繊維類
金属類
空きびん類

+

直接搬入
古着類

選別（再生事業者）
再生事業者

602.77 413.23

― 越 谷 市 の ご み 処 理 の 流 れ ―

集団資源回収 4,430.32
再生事業者

4,131.64
102.57
195.38

15.27

危険ごみ
503.85

堆肥
市民等

244.67

0.00

サーマルリサイクル　発電・熱供給
びん 焼却灰 再生利用

0.73

古紙類
再生事業者

ごみ
3,888.44

収集 ペットボトル
再生事業者

995.90

白色トレイ
選別（民間委託） 再生事業者

22.07 18.62

家
庭

系
ご

み

雨天収集分・選別残さ

燃えるごみ 176.95
57,713.38

燃えないごみ・小型家電

BOX回収及びイベント回収
スラグ 再生利用

1,504.73
ごみ処理施設

0.00 0.00

缶 溶融メタル 最終処分場82,067.01
602.45 0.00

68,709.61 1,806.61 9,804.03 3,123.93

粗大ごみ 最終処分場

堆肥化施設1,265.20 6,680.10

174.32

せん定枝 可燃残さ

63.39 1,324.95

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびん
再生事業者

90.78

事
業

系
ご

み

燃えるごみ
不燃ごみ破砕選別 金属類 再生事業者22,851.73

びん選別
1,333.90

燃えないごみ
缶選別 小型家電 再生事業者167.54

可燃性粗大ごみ破砕
72.42

せん定枝

処理困難物 民間処理委託
82.09

再生事業者

注記：令和5年度の越谷市分のみの実績を示す。（単位：ｔ/年）

危険ごみ等の選別 カレット
再生事業者23,459.73 440.46

1,665.16
5,591.20

古紙類 廃乾電池等 再生事業者
0.00 112.73

ペットボトル 不燃残さ
最終処分場

0.00 893.90

粗大ごみ売却 市民等

東埼玉資源環境組合

越谷市リサイクルプラザ
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６．廃棄物適正処理 

６－１ 適正処理の推進 

（ア）産業廃棄物処理施設設置等に関する紛争の予防 

 産業廃棄物処理業や産業廃棄物処理施設の設置の許可申請に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（以下「廃棄物処理法」という。）に規定する基準に適合しているかを厳正に審査し、許可又は不

許可の処分を行うことにより、周辺地域の生活環境の保全を図ります。 

 そのために、産業廃棄物処理業の新規の許可申請や業の変更（処理能力や事業場を一定以上に増大

させる等）の許可申請等を行う場合には、事業計画者に対して、越谷市産業廃棄物処理施設の設置等

の手続に関する条例（以下「設置条例」という。）に基づく事前協議手続を行うこととしています。事

業計画の公開、関係住民への説明会、環境保全協定の締結等により、事業計画者と関係住民との紛争

を予防し、合意形成を促進します。 

 産業廃棄物の処理を行うために必要となる廃棄物処理法に基づく許可は、他人の産業廃棄物を処理

する場合の「業の許可」と一定規模以上の処理施設を設置する場合の「施設設置許可」に大別され、

主なものは以下のとおりです。 

 ①産業廃棄物収集運搬業許可      収集、運搬及び積替えのための一時保管 

   （積替え保管を含む。）            

 ②産業廃棄物処分業許可        破砕、焼却等の中間処理及び最終処分 

 ③特別管理産業廃棄物収集運搬業許可  爆発性、毒性、感染性等を有する産業廃棄物の収集運 

（積替え保管を含む。）                 搬及び積替えのための一時保管 

 ④特別管理産業廃棄物処分業許可    爆発性、毒性、感染性等を有する産業廃棄物の処分 

 ⑤産業廃棄物処理施設設置許可      一定規模以上の処理能力を備えた破砕、焼却等の中間処

理施設及び最終処分場 

 

 

産業廃棄物処理施設の設置等の手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物処理業許可業者数及び産業廃棄物処理施設数（令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区 分 業者･施設数 

処 理 業 
許可業者 

産業廃棄物 
収集運搬業（積替え保管を含む。） 7 

19 処分業（移動式を除く。） 9 
処分業（移動式） 3 

特別管理 
産業廃棄物 

収集運搬業（積替え保管を含む。） 1 
1 処分業（移動式を除く。） 0 

処分業（移動式） 0 
処理施設 産業廃棄物処理施設 6 6 

 

〔設置条例による事前協議手続〕 〔廃棄物処理法による手続〕
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（イ）産業廃棄物の適正処理に関する指導 

 「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、

並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る」ことを目的と

した廃棄物処理法に基づき、排出事業者、産業廃棄物処理業許可業者等に対し指導や啓発を行うこと

により、産業廃棄物の適正な処理の促進を図ります。 

①産業廃棄物処理業者の指導・監督 

 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む。）及び産業廃棄物処分業の許可業者において、産業廃棄

物が適正に処理されているかを確認するため、立入検査等により事業場の検査を実施しています。 

 また、越谷市内の産業廃棄物処理業許可業者から毎年報告される産業廃棄物処理実績報告書を集

計・分析することにより、処理状況を把握しています。 

②産業廃棄物排出事業者の指導・監督 

 廃棄物処理法第 3 条（事業者の責務）に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの

責任において適正に処理しなければならない」と規定されており、産業廃棄物の排出事業者が、産業

廃棄物を適正に処理できるよう必要な助言及び指導を行っています。 

 なお、産業廃棄物の排出事業者は、他人に処理を委託する場合は、産業廃棄物管理票（マニフェス

ト）の交付が義務付けられており、毎年 6 月までに前年度の産業廃棄物管理票の交付状況を越谷市長

に報告する必要があります。 

③産業廃棄物の不適正処理事業者の指導・監督 

 産業廃棄物は、適正に処理しなければなりませんが、排出された産業廃棄物が適正に処理されず、

大量に野積みされてしまう場合があります。越谷市内には、中核市移行により産業廃棄物に関する事

務が埼玉県から移譲される以前からの野積みされた産業廃棄物の山が 6 か所あり、その後発覚した山

も含め行為者等に対し搬出等の改善指導を行っています。 

 また、産業廃棄物の不法投棄、野外焼却、野積み等については、未然防止及び早期発見・解決を図

るため、速やかに実態を調査し、行為者に対して適正処理を指導しています。 

 市民からの通報や職員によるパトロール等により発見した新たな不適正処理事案については、産業

廃棄物が長期に渡り放置されることのないよう、速やかに行為者を特定し、指導を行っています。 

 

          産業廃棄物の適正処理に関する指導件数  

区 分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

処  理  業 
許 可 業 者 

定例立入 26 20 26 26 

臨時立入 6 1 4 7 

小    計 32 21 30 33 

不適正処理 
事 業 者 

立  入 146 141 127 136 

監  視 417 343 424 349 

小    計 563 484 551 485 

不 法 投 棄 立  入 43 70 58 54 

野 外 焼 却 立  入 18 14 12 29 

計 656 589 651 601 
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④産業廃棄物収集運搬車両の路上検査 

 産業廃棄物不適正処理の未然防止活動の一環として産業廃棄物を運搬する車両を検査し、廃棄物処

理法の適合状況の確認をするとともに産業廃棄物の処理ルートを把握することで、産業廃棄物の不適

正処理を厳しく監視・指導するために、警察等関係機関の協力を得て、路上検査を実施しています。 

＜産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会（通称名「産廃スクラム 37」※）による一斉路上検査＞ 

日時：令和 5 年 10 月 6 日（金） 

場所：関越自動車道新座料金所（下り線） 

   ※ 関東甲信越などの 37 の都県市で構成 

 

⑤使用済自動車のリサイクルに関する取組 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」という。）に基づき、引取業

及びフロン類回収業の登録申請並びに解体業及び破砕業の許可申請に対して、法に規定する基準に適

合しているかを厳正に審査し、登録又は許可の可否の決定を行い、周辺地域の生活環境の保全を図り

ます。特に、解体業及び破砕業の許可申請の場合には、事業計画者に対して事前協議手続を行うこと

としています。 

 自動車リサイクル法では、以下の関連事業者及びその役割が規定されています。 

 ⅰ 引取業者      自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は 

解体業者へ引き渡します。 

 ⅱ フロン類回収業者  使用済自動車からフロン類を回収して自動車メーカー等（自動車メーカー

及び輸入業者）へ引き渡し、フロン類回収後の使用済自動車を解体業者へ

引き渡します。 

 ⅲ 解体業者      使用済自動車からエアバッグ類を回収して自動車メーカー等へ引き渡し、

有用部品等を取り除いた解体自動車を破砕業者へ引き渡します。 

 ⅳ 破砕業者      解体後自動車を破砕して金属類とシュレッダーダストを分別し、シュレッ 

ダーダストを自動車メーカー等へ引き渡します。 

 ※自動車メーカー等は、引き取った 3 品目（フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト）を適

正に処理し、リサイクルを行います。 

 

使用済自動車リサイクル関連事業者数（令和 6 年 3 月 31 日現在） 

区 分 事業者数 事業所数 

登録制 
引取業者 67 88 
フロン類回収業者 10 12 

許可制 
解体業者 5 6 
破砕業者 2 2 

計 84 108 
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⑥ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物に関する取組 

 ＰＣＢは、電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱・冷却用の熱媒体、感圧複写紙等、様々な用

途に利用されていましたが、毒性が極めて強いため、現在は、製造、輸入ともに禁止されています。 

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特別措置法」と

いう。）では、区域内におけるＰＣＢ廃棄物の状況を把握するとともに、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正

な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならないとされています。これを受

けて、越谷市においても管内事業所におけるＰＣＢ廃棄物を網羅的に把握するため、経済産業省より

入手した自家用電気工作物設置者リストに基づき、平成 29 年度より掘り起こし調査を実施しました。

また、令和元年度から、ＰＣＢの使用が疑われる照明器具の安定器の所有者を調査対象として、昭和

32 年から昭和 52 年までに建築された事業用の建物 4,875 件に対し、家屋課税台帳を基に調査を行いま

した。 

 自家用電気工作物設置者 1471 件に対する調査実施状況 

区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

調査回答事業者数（件） 1341   1459   1471   
調査進捗率（％） 91.2 99.2 100.0 

 

 
 照明器具の安定器の所有者 4875 件に対する調査実施状況 

区 分 令和 3 年度 

調査回答事業者数（件） 4875   
調査進捗率（％） 100.0 

 

ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者は、処理が行われるまで、毎年その保管及び処分の状況を届出

することが義務付けられており、届出に基づき立入検査等を行い、ＰＣＢ廃棄物の適正保管を指導し

ています。 

 なお、ＰＣＢ特別措置法により、高濃度ＰＣＢ使用変圧器・コンデンサーは令和 3 年度末まで、Ｐ

ＣＢ使用安定器及び高濃度ＰＣＢ汚染物等は令和 4 年度末まで、低濃度ＰＣＢ廃棄物は令和 8 年度末

までの処分期間となっております。 

                   ＰＣＢ廃棄物の届出等件数 
  

区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

保管届出 86 108 132 110 84 
処分届出 11 21 29 17 15 
立入検査 32 81 121 339 28 

 

⑦土砂の堆積に関する取組 

 越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例（以下「土砂条例」という。）では、土砂の堆積等に関し必

要な規制を行うことにより、無秩序な土砂の堆積を防止し、市民生活の安全の確保及び生活環境の保

全に寄与することを目的としています。 

 越谷市では、平成 27 年 4 月の保健所設置に伴い、埼玉県が実施してきた土砂の堆積等の規制区域か

ら除外されることから、生活環境の保全を図るため、独自に土砂条例を定めています。埼玉県では、

土砂の堆積に係る土地の区域の面積が 3,000 平方メートル以上になる場合を規制対象としていました

が、越谷市では、規模の小さな土地の土砂の堆積も含めて規制することとし、500 平方メートル以上に

なる場合を規制対象とする許可制（他法令による許可等に基づき土砂の堆積を行う場合は届出制）と

しています。 
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                       土砂の堆積に係る許可・届出件数 
  

区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

許  可 4 10 6 8 6 

届  出 4 3 4 4 5 

 

（ウ）産業廃棄物の適正処理に向けた啓発 

①不法投棄防止キャンペーン 

 産業廃棄物の不法投棄の未然防止、早期発見には、市民の監視の目を増

やすことが重要です。そのため、市民に対して、啓発チラシの配布等を行

い、不法投棄防止の意識向上を図っています。 

 

日 時：令和 5 年 11 月 19 日（日）9 時 30 分～15時（天気：晴れ） 

場 所：東埼玉資源環境組合 

「環境と情報の集い(リユースまつり)」に参加。 

 

②産業廃棄物排出事業者講習会 

 産業廃棄物処理の重要性に鑑み、排出事業者及び産業廃棄物処理関

係事業者の資質の向上を図るとともに、循環型社会の形成を目指した

産業廃棄物の適正処理及びリサイクルの推進を目的としています。 

排出事業者を対象に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センタ

ー(通称：JW センター)による電子マニフェスト講習会を開催し、また、

令和 5 年度は JW センター主催のオンラインセミナーの受講を促し、電

子マニフェストの普及啓発を図ってきました。 

 

○令和 5 年度実施内容 

内 容：JW センターが開催する実務説明会及びセミナーの受講を促すパンフレット等の送付 

対 象：令和 4 年度紙マニフェスト交付事業者のうち上位 195 事業者 

 

（エ）再生資源物の屋外保管事業場に関する取組 

近年、全国的に金属スクラップや使用済プラスチックなど再生資源物のリサイクルが推進されるな

か、市内においても再生資源物を屋外で保管している事業場、いわゆる金属スクラップヤード等が設

置され、さらに増加していくことが見込まれていました。 

こうしたなか、一部の屋外保管事業場では、不適正な保管による火災や作業に伴う騒音、振動とい

った市民の生活環境に支障をきたす状況が発生し、市として看過できない状況にありました。しかし

再生資源物の屋外保管事業場を直接対象とした法令がなく、十分な指導や規制を行うことができませ

んでした。 

そこで、再生資源物の屋外における適正な保管を実現するため、「越谷市再生資源物の屋外保管に関

する条例」を制定しました。本条例は令和 6 年 3 月 21 日付で公布、令和 6 年 7 月 1 日付で施行しまし

た。 
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６－２ 事業者の減量化計画 

（ア）産業廃棄物処理状況報告 

 廃棄物処理法等の規定により、産業廃棄物の排出事業者は、前年度の産業廃棄物の排出状況につい

て、また、産業廃棄物処理業許可業者及び産業廃棄物処理施設設置事業者は、前年度の産業廃棄物の

処理状況について、それぞれ報告（4/1～6/30）が義務付けられています。 

 市では、こうした報告を基に、産業廃棄物の排出から処分までの流れや排出量、処理量等を把握し、

産業廃棄物の統計や産業廃棄物の減量化等の計画策定などの資料としています。 

産業廃棄物排出量 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

産業廃棄物 125,497 90,073 83,255 101,712 122,009 
特別管理産業廃棄物 1,372 1,556 2,164 2,857 2,821 

計 126,869 91,629 85,419 104,569 124,830 

 

令和 4 年度産業廃棄物排出量（種類別） 

産業廃棄物の種類 排出量(t) 交付枚数 

産
業
廃
棄
物 

燃え殻 11 0.01% 5 0.0% 

汚泥 18,110 14.84% 4,018 4.7% 

廃油 1,395 1.14% 7,556 8.9% 

廃酸 222 0.18% 195 0.2% 

廃アルカリ 231 0.19% 266 0.3% 

廃プラスチック類 7,622 6.25% 26,375 31.1% 

紙くず 787 0.65% 3,961 4.7% 

木くず 9,370 7.68% 6,511 7.7% 

繊維くず 38 0.03% 163 0.2% 

動植物性残渣 722 0.59% 791 0.9% 

動物系固形不要物 0 0.00% 0 0.0% 

ゴムくず 0 0.00% 0 0.0% 

金属くず 2,252 1.85% 3,238 3.8% 

ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 5,915 4.85% 7,991 9.4% 

鉱さい 0 0.00% 0 0.0% 

がれき類 66,439 54.45% 11,221 13.2% 

動物のふん尿 0 0.00% 0 0.0% 

動物の死体 0 0.00% 0 0.0% 

ばいじん 0 0.00% 0 0.0% 

13 号廃棄物 0 0.00% 0 0.0% 

その他(混合廃棄物等) 8,254 6.77% 12,256 14.4% 

石綿含有廃棄物 640 0.52% 276 0.3% 
 廃プラスチック類 8 0.01% 26 0.0% 
 ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず 109 0.09% 102 0.1% 
 がれき類 463 0.38% 122 0.1% 
 その他(混合廃棄物等) 60 0.05% 26 0.0% 

小計 122,009   84,823   

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

廃油 374.47 13.28% 247 3.9% 

廃酸 1,110.17 39.36% 189 3.0% 

廃アルカリ 59.25 2.10% 36 0.5% 

感染性廃棄物 1,135.23 40.25% 5,276 90.8% 

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物 

廃 PCB 等 0 0.00% 0 0.0% 

PCB 汚染物 0.22 0.01% 3 0.1% 

PCB 処理物 0.6 0.02% 2 0.0% 

指定下水汚泥等 0 0.00% 0 0.0% 

鉱さい 0 0.00% 0 0.0% 

廃石綿等 41.8 1.48% 16 0.3% 

ばいじん 0 0.00% 0 0.0% 

（単位：ｔ） 
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燃え殻 27.09 0.96% 3 0.1% 

廃油 19.85 0.70% 31 0.5% 

汚泥 6.82 0.24% 12 0.2% 

廃酸 6.25 0.22% 13 0.2% 

廃アルカリ 38.19 1.35% 14 0.2% 

廃水銀等 0 0.00% 3 0.1% 

その他 0.66 0.02% 8 0.1% 

その他(混合廃棄物等) 0 0.00% 0 0.0% 

小計 2,821   5,853   

計 124,830   90,676   

※ 排出量は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の集計値 

※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも、合計欄の値に一致しません。 

 

（イ）産業廃棄物多量排出事業者 

 廃棄物処理法及び埼玉県生活環境保全条例の規定により、多量の産業廃棄物を排出する事業者（多

量排出事業者）については、産業廃棄物の減量等に関する計画書（産業廃棄物処理計画書）の提出及

びその実施の状況についての報告書（産業廃棄物処理計画実施状況報告書）の提出が義務付けられて

います。 

 なお、多量排出事業者の主なものは、以下のとおりです。 

○廃棄物処理法の規定による多量排出事業者 

・前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン以上である事業場を設置している事業者 

・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が 50 トン以上である事業場を設置している事業者 

○埼玉県生活環境保全条例の規定による多量排出事業者 

・製造業に属し、常時使用される従業員の数が 300 人以上の事業所を設置している事業者 

・建設業に属し、常時使用される従業員の数が 100 人以上の事業所を設置している事業者 

・建設業を営み、市内に事業所を有し、かつ、資本金（出資金）の額が 5,000 万円以上の事業者 
 

 

多量排出事業者に係る計画書及び報告書提出件数 

年 度 区 分 
廃棄物処理法 埼玉県生活環境保全条例 

計画書 報告書 計画書 報告書 

R 元 
産業廃棄物多量排出事業者 17 12 9 9 
特別管理産業廃棄物多量排出事業者 8 8 0 0 

R2 
産業廃棄物多量排出事業者 16 18 9 9 
特別管理産業廃棄物多量排出事業者 9 8 0 0 

R3 
産業廃棄物多量排出事業者 13 18 11 9 
特別管理産業廃棄物多量排出事業者 8 9 0 0 

R4 
産業廃棄物多量排出事業者 18 13 13 12 
特別管理産業廃棄物多量排出事業者 9 8 0 0 

R5 
産業廃棄物多量排出事業者 18 19 13 12 
特別管理産業廃棄物多量排出事業者 8 9 0 0 
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